
       下野市告示第５５号 

 

栃木県生活環境の保全等に関する条例の規定に基づく深夜における音響機器

の使用の禁止に係る地域 

 

                         平成２４年３月３０日 

 

               下 野 市 長 広 瀬 寿 雄 

 

栃木県生活環境の保全等に関する条例（平成１６年栃木県条例第４０号）第

３２条の規定に基づき、深夜における騒音の防止を図る必要がある地域を次の

とおり指定し、平成２４年４月１日から適用する。 

 

 騒音規制法の規定に基づく指定地域及び規制基準等（平成２４年下野市告示

第５２号）において第１種区域及び第２種区域として指定された地域 

 


